
山口県下水道協会下水道排水設備工事責任技術者 

外 部 登 録 案 内 

山口県下水道協会 

山口県下水道協会では、令和７年度から他の都道府県協会等が実施する下水道排水設備

工事責任技術者共通試験に合格した方、又は、現在登録している都道府県協会等において

登録更新講習の受講により資格の継続している方（ただし、当分の間は広島県下水道協会

に限る）は、山口県下水道協会の排水設備工事責任技術者として登録申請をすることがで

きます。 

登録を希望する方は、この案内をご覧のうえ申請して下さい。 

なお、山口県下水道協会から責任技術者証の交付を受けた場合は、技術者証に記載する

有効期限前に、当協会の規定する登録更新手続き及び更新講習の受講（５年ごとに更新）

が必要となります。 

 

１ 登録資格 

（１）登録申請日において他の都道府県協会等が実施する下水道排水設備工事責任技術

者共通試験の合格証・排水設備工事責任技術者証・登録更新講習修了証のいずれか

１つが有効期限内である方。 

（２）次の①～③の何れにも該当しない方。 

① 破産手続開始の決定を受けて復権していない者 

② 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り

消され、２年を経過していない者 

③ 精神の機能の障害により責任技術者の責務を適正に営むに当たって必要な認知、

判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

 

２ 登録申請方法 

（１）申込書の配布 

山口県下水道協会ウェブサイトからもダウンロードできます。 

（２）申込に必要な書類 

下記の①～⑦の書類等を揃えて提出してください。 

① 責任技術者新規登録申請書（外部登録）（様式第１号の２） 

申請書は間違いのないよう申請者本人が記入してください。 

② 登録資格証明書類（次のア～ウのいずれか１つ） 

ア「排水設備工事責任技術者証」の写し 

イ 下水道排水設備工事責任技術者共通試験の「合格証」の写し 

ウ 下水道排水設備工事責任技術者共通試験に合格した者又は、それに準ずる者で

あることを証する書類 

※ア・イは有効期限内であることが分かるものを提出して下さい。 

※「排水設備工事責任技術者証」の交付を受けている場合は、必ずアを提出して下

さい。 



③ 誓約書（申請者本人が記入してください。） 

④ 住民票又は住民票記載事項証明書 

３箇月以内の発行で個人番号（マイナンバー）のないもの。 

⑤ 写真２枚（サイズ：縦 3.0㎝×横 2.4㎝）※運転免許証サイズ 

上半身脱帽、申込日より６箇月以内に撮影したもので、裏面に氏名を記入してく

ださい。１枚は申請書に貼付してください。もう１枚そのまま提出してください。

（写真が傷つかないように申請書等に直にクリップなどで留めないでください。） 

 ⑥ 手数料の振込を証する書類 

登録申請手数料は、銀行窓口・ＡＴＭ・インターネットバンキング等での振込に

より事前に納入し、振込金受取書又はそのコピーを提出してください。 

⑦ 責任技術者証送付用封筒１通 

長形３号の定形封筒（縦 23.5cm×横 12cm）を用意し、ご自身の宛名（郵便番号、

住所、氏名）を記入し 110円切手を貼ってください。 

（３）申請先 

 申請者の住所、又は勤務先所在地、もしくは排水設備指定工事店登録をしている県

内市町の下水道担当課へ提出してください。 

（４）手数料 

登録申請手数料 8,000円（非課税） 

※銀行窓口・ＡＴＭ・インターネットバンキング等により下記の口座へお振込に

より事前に納入してください。 

振込先 山口銀行 山口支店 普通 5000440 

名義 山口県下水道協会（ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝｹﾞｽｲﾄﾞｳｷﾖｳｶｲ） 

   ※振込手数料は申請者の負担です。振込後の返金はできません。 

※会社名で振り込む場合や、数名分を一括で振り込む場合は、手数料の振込を証

する書類をコピーし申請者全員の氏名を列記したものを添付して下さい。 

（５）問い合わせ先 

① 指定市町の下水道担当課 

添付の市町連絡先一覧表を参照してください。 

② 山口県下水道協会事務局 

山口県岩国市今津町一丁目 14番 51号 岩国市建設部下水道課内 

TEL：0827-29-5149 

 

３ 登録受付期間及び責任技術者証の交付 

（１）登録受付期間 

５月から翌年２月まで（土日、祝日を除く開庁時間内） 

※３・４月の受付は行いません。 

（２）責任技術者証の交付 

  申請の翌月末日までに交付し、責任技術者証送付用封筒で簡易書留郵便にて送付し

ます。 

 

 



４ その他登録後の注意事項 

（１）指定工事店申請について 

  新規に指定工事店の申請を検討されている方は、市町によって申請の受付時期が異

なりますので、直接市町の下水道担当課へお問い合わせください。 

（２）責任技術者の登録更新について 

  責任技術者の登録の有効期間は、申請日から５年を経過して最初に到来する３月 31

日までです。有効期間満了後、引き続き登録を受けるためには、有効期間満了の年度

に当協会が実施する更新講習を受講する必要があります。 

  更新講習を受講されない場合、登録の資格を失いますのでご注意ください。 

（３）住所・氏名・勤務先等の変更について 

更新講習の案内は登録の住所に送付します。住所・氏名・勤務先等を変更されたと

きは、必ず「責任技術者異動届」を指定市町の下水道担当課へ提出し、変更の手続き

をお願いします。 

  変更手続きが無い場合、更新講習の案内が届きませんのでご注意ください。 

（４）責任技術者証の再交付について 

責任技術者証を汚損または紛失したときは、指定市町の下水道担当課で再交付の手

続きをお願いします。 

（５）不良行為について 

責任技術者として不良行為があった場合、登録の取消しまたは一時停止を受けるこ

とがあります。 

（６）その他注意事項 

  複数の都道府県に登録されている場合は、それぞれの団体の更新手続及び更新講習

会を受けて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口県下水道協会 

岩国市今津町一丁目 14番 51号 岩国市建設部下水道課内 

TEL  0827-29-5149 

指 定 市 町 連 絡 先 一 覧 表 

市町名 担当課名 住  所 電話番号 

下 関 市 上下水道局お客さまサービス課 下関市春日町 7番 32号 083-231-1363 

宇 部 市 土木建設部下水道整備課 宇部市港町一丁目 11番 30号 0836-21-2185 

山 口 市 上下水道局業務課 山口市宮島町 7番 1号 083-933-6691 

防 府 市 上下水道局下水道課 防府市仁井令町 13番 1号 0835-25-2408 

岩 国 市 建設部下水道課 岩国市今津町一丁目 14番 51号 0827-29-5145 

周 南 市 上下水道局下水道工務課 周南市岐山通一丁目 1番地 0834-22-8631 

下 松 市 上下水道局下水道課 下松市大手町三丁目 3番 2号 0833-45-1859 

萩   市 上下水道局下水道建設課 萩市大字江向 510番地 0838-25-4651 

光   市 都市政策部下水道課 光市中央六丁目 1番 1号 0833-72-1485 

山陽小野田市 建設部下水道課 山陽小野田市日の出一丁目 1番 1号 0836-82-1165 

柳 井 市 建設部下水道課 柳井市南町一丁目 10番 2号 0820-22-2111 

長 門 市 上下水道局管理課 長門市東深川 1339番地 2 0837-23-1169 

美 祢 市 上下水道局管理業務課 美祢市大嶺町東分 326番地 1 0837-52-0795 

田布施 町 建設課 
熊毛郡田布施町大字下田布施 

3440番地 1 
0820-52-5817 

平 生 町 建設課 
熊毛郡平生町大字平生町 

210番地の 1 
0820-56-7118 

和 木 町 都市建設課 玖珂郡和木町和木一丁目 1番 1号 0827-52-2198 

周防大島町 下水道部下水道課 
大島郡周防大島町大字久賀 

4799番地 1 
0820-79-1014 

 
 

 



様式第１号の２（要綱第 15条関係） 

 

責 任 技 術 者 新 規 登 録 申 請 書 （ 外 部 登 録 ）  

 

 山口県下水道協会排水設備工事責任技術者試験及び更新講習実施要綱第 15 条の規定

により、責任技術者として登録してくださるよう申請します。 

 

山口県下水道協会会長 様 

令和  年  月  日 

 ふ り が な  
     

写 真 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

令和  年  月撮影 

 
 

〔記入上の注意事項〕 

 
１ 記入事項に不正があ

る場合は、登録が無

効になります。 
２ 記入は、黒又は青イ

ンクを用い、数字は

算用数字で書き該当
する文字は○印で囲
んでください。 

３ 登録とは、排水設備
工事責任技術者の登
録をいいます。 

４ システムの都合上、
外字では氏名登録等
をすることは出来ま

せんのでご了承くだ
さい。 

１ 氏 名  

２ 生 年 月 日 年   月   日 生 

３ 現 住 所 

〒 

 

ＴＥＬ   －   － 

４ 勤 務 先 名 称 
 

ＴＥＬ   －   － 

５ 勤務先所在地 
〒 

 

６ 勤 務 先 区 分 

１ 山口県内市町の指定工事店 

２ 山口県内市町の指定工事店以外 

該当する番号に○印を付けてください 

７ 他 県 資 格 
都道府県名等  

責任技術者番号  

８ 指 定 市 町 名 
 

 

〔 添付書類 〕 

１ 他県責任技術者証の写し等 

２ 住民票又は住民票記載事項証明書 

３ 誓約書 

４ 写真２枚 本書用含む（縦３cm×横 2.4cm、申込 

日６箇月以内、上半身脱帽、裏面に氏名記入） 

５ 責任技術者証送付用封筒（110円切手貼付） 

責任技術者証の新規登録申請につきましては、責任技術者登録手数料として 8,000 円がかか

ります。申請のときは下記の口座にお振込みの上、振込金受取書などお振込み済みの証明となる

ものを申請書に添えて提出してください。 

振込先  山口銀行 山口支店（普）5000440 名義 山口県下水道協会 

 
縦３cm×横 2.4cm 
申込日６箇月以内 

上半身脱帽 
 
 
裏面に氏名を記入
し、はがれないよう
に全面に糊付けし
て貼ってください。 



 

 

誓    約    書  
 
 

私 は 、 下 記 の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と を 誓 約 し ま す 。  
 
 

令 和   年   月   日  
山 口 県 下 水 道 協 会 会 長  様  

 
 
 
  住所                         
 
 
  名前                                                               

※ 自 筆 で 記 入  
 

記  
 

（ １ ） 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 し て い な い 者  

（ ２ ）不 法 行 為 又 は 不 正 行 為 等 に よ っ て 試 験 の 合 格 又 は 責 任 技 術 者

と し て の 登 録 を 取 り 消 さ れ 、 ２ 年 を 経 過 し て い な い 者  

（ ３ ）精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り 責 任 技 術 者 の 責 務 を 適 正 に 営 む に 当

た っ て 必 要 な 認 知 、判 断 及 び 意 思 疎 通 を 適 切 に 行 う こ と が で き

な い 者  


